
「かながわ県民割」の新規予約の停止（国際文化観光局）

猶予期間
（３日間） 新規予約の停止

1月12日 1月15日
０時

1月31日
事業終了

○ 新たな人流の発生を抑制するため、
「かながわ県民割」の新規予約を停止

○ 事業者の対応に要する時間を確保するため、
３日間の猶予期間を設定
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